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「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管
理要領（舗装工事編）(案)32ページにある　図1-
17 で表層・基層を標高較差管理する場合の例
についての発注者に提出する成果についてです
が、△の箇所はＴＳでの管理ですので、
①帳票、チェックシート等の成果作成(従来通り
の成果)でよいか？
②上層・下層路盤のみのＴＳデータ(XML)作成で
よいか？
③TLS計測(表層・基層)は出来形管理図表のみ
の作成でよろしいでしょうか？

各層毎に使用する測定機器が違う場合、それぞ
れの出来形管理要領に従って出来形管理資料
を作成してください。
△の箇所はTSでの管理となるので、ご質問の通
り、従来通りのTSの成果でよいです。
なお提出物は、出来形管理資料（出来形の合否
判定をしている出来形管理図表が出来形管理
資料となります。）だけではありません。出来形
管理図表を作成するための各種データも提出物
となります。
例えば、TLSであればLandXMLのオリジナル
データやLAS等の点群データなどがあります。
「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管
理要領（舗装工事編）（案）」の　電子成果品の作
成規定に従って準備してください。TSであれば
施工管理データ（基本設計データと出来形計測
データ）があります。「TS等光波方式を用いた出
来形管理要領（舗装工事編）（案）」の電子成果
品の作成規定に従って準備してください。
他にも施工計画書や３次元設計データチェック
シートなども提出物になります。こちらは通常の
施工管理で提出が必要なものです。
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舗装工の３次元設計データは各層で”必ず”つく
る（必須），というご認識でしょうか．それとも，表
層の３次元設計データは必須で，他の層は表層
からのオフセットもOKという認識でしょうか．

地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
要領（舗装工事編）（案）に基づき、TLSによる
出来形管理を行う場合は、３次元設計データが
各層で必要となります。ただし、TLSによる管理
は、起工測量と表層面を必須としているため、
TLSによる管理を行わない層については、３次元
設計データが不要となります。
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ＩＣＴ舗装工では、ＴＳを用いて起工測量する場
合、ど の要領を適用したらよいでしょうか？

起工測量については、「TS等光波方式を用いた
出来形管理要領（土工編）（案）」を準用すること
ができます。
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以前よりTS 出来形の管理要領として
①「TS を⽤いた出来形管理要領（⼟⼯事編） 平
成24 年3 ⽉」及び
②「TS を⽤いた出来形管理要領（舗装⼯事編）
平成24 年3 ⽉」に基づき
出来形管理がなされておりました。
現在ICT 活⽤⼯事が進むにつれ、平成３０年度
以降以下の要領が新設されております。
③「TS 等光波⽅式を⽤いた出来形管理要領
（⼟⼯編）（案） 平成30 年3 ⽉」
④「TS 等光波⽅式を⽤いた出来形管理要領
（舗装⼯事編）（案）H31.4.1」
今後TS 出来形を実施する場合は①及び②が③
及び④に改正されたものとして③及び④に基づ
き出来形管理を⾏ってよろしいでしょうか。

③TS 等光波⽅式を⽤いた出来形管理要領
（⼟⼯編）（案）および
④TS 等光波⽅式を⽤いた出来形管理要領（舗
装⼯事編）（案）はそれぞれ、
TS 断⾯管理による出来形管理要領である
①TS を⽤いた出来形管理要領（⼟⼯事編）およ
び
②TS を⽤いた出来形管理要領（舗装⼯事編）
に、
⾯管理による出来形管理等を追加した要領にな
ります。
したがいまして、ご質問にありますように①が③
に、②が④に改正したものとして、③④の要領に
基づき出来形管理を⾏っていただきますようお
願いいたしま
す。

ＩＣＴ活用工事Ｑ＆Ａ集 国総研　（2020.04.15）

3　ＴS等光波方式を用いた出来形管理要領（舗装工事編）（案）
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